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発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
を
「
四
十
年
」
ま
た
は
「
六
十
年
」
と
定
め
る
技
術
的
根
拠
等
に
関
す
る
質

問
主
意
書

野
田
内
閣
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
に
「
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の

環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
）
を
閣
議
決
定
し
た
。

同
法
律
案
は
、
発
電
用
原
子
炉
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
、
「
最
初
に
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
四
十
年
」
と
規
定
し
て
い
る
。
当
該
期
間
満
了
に
際
し
て
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
「
二
十
年
を
超
え
な
い
期

間
」
を
限
度
と
し
て
、
一
回
に
限
り
延
長
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

野
田
内
閣
が
発
電
用
原
子
炉
の
寿
命
を
「
四
十
年
」
ま
た
は
「
六
十
年
」
と
定
め
よ
う
と
す
る
必
然
性
及
び
技
術
的
根
拠
が

不
明
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と
原
子
炉
老
朽
化
の
関
係
に
つ
い
て

�

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
に
細
野
�
志
原
子
力
事
故
担
当
大
臣
が
発
表
し
た
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
等
の

閣
議
決
定
に
当
た
っ
て
」
に
は
、
「
今
般
の
事
故
の
教
訓
を
踏
ま
え
て
、
規
制
制
度
全
体
を
強
化
す
る
」
、
「
発
電
用
原

一



子
炉
に
つ
い
て
運
転
で
き
る
期
間
を
原
則
と
し
て
四
十
年
と
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
細
野
大
臣
が
言
う
「
今
般
の
事

故
の
教
訓
」
の
中
で
、
「
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
運
転
で
き
る
期
間
」
に
関
係
す
る
教
訓
を
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
た

い
。

�

私
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
原
因
に
「
原
子
炉
の
老
朽
化
」
は
含
ま
れ
な
い
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
た
。

し
か
し
、
前
記
の
細
野
大
臣
に
よ
る
発
表
文
書
を
読
む
限
り
、
事
故
原
因
に
「
原
子
炉
の
老
朽
化
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
教
訓
を
踏
ま
え
て
「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
で
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
を
四
十
年
と
規
定
し
た
も

の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
原
因
に
「
原
子
炉
の
老
朽
化
」
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
否

か
を
確
認
す
る
。

二

原
子
炉
の
寿
命
を
定
め
た
技
術
的
根
拠
等
に
つ
い
て

�

「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
に
つ
い
て
「
四
十
年
」
と
規
定
し
た

技
術
的
根
拠
を
伺
う
。
併
せ
て
、
「
四
十
年
運
転
し
て
も
、
安
全
上
の
問
題
が
な
い
」
と
判
断
し
た
技
術
的
根
拠
も
伺

う
。

�

「
原
子
力
組
織
制
度
改
革
法
案
」
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
に
つ
い
て
、
一
回
限
り
の
延
長
が
認

二



可
さ
れ
た
場
合
に
も
「
最
長
六
十
年
」
と
し
た
技
術
的
根
拠
を
伺
う
。

�

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
可
能
期
間
に
つ
い
て
、
最
長
六
十
年
へ
の
延
長
を
認
可
す
る
場
合
の
審
査
項
目
と
基
準
を
伺

う
。

�

原
子
力
発
電
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
炉
内
構
造
物
、
上
蓋
、
炉
容
器
、
蒸
気
発
生
器
、
中
央
制
御
盤
な
ど
の
機
器
は
、

全
て
交
換
が
可
能
で
あ
る
。
最
新
の
技
術
が
導
入
さ
れ
た
設
備
や
機
器
に
取
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
電
所
全
体
と

し
て
必
要
な
機
能
や
性
能
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
る
が
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
続
け
た
と
し
て
も
、
「
四

十
年
」
ま
た
は
「
六
十
年
」
を
超
え
る
と
安
全
性
の
確
保
は
困
難
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
う
考
え
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
理
由
を
伺
う
。

�

古
い
プ
ラ
ン
ト
で
も
、
一
部
の
プ
ラ
ン
ト
で
は
新
し
い
プ
ラ
ン
ト
と
同
等
以
上
の
性
能
を
示
し
て
い
る
と
聞
く
。
例
え

ば
、
昭
和
五
十
二
年
に
運
転
を
開
始
し
た
四
国
電
力
の
伊
方
発
電
所
は
、
高
い
設
備
利
用
率
を
維
持
し
て
き
た
。
「
発
電

用
原
子
炉
の
運
転
期
間
」
で
は
な
く
、
「
個
々
の
プ
ラ
ン
ト
の
性
能
」
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
寿
命
を
決
め
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
考
え
る
が
、
そ
う
し
な
い
理
由
を
伺
う
。

三

こ
れ
ま
で
の
高
経
年
化
対
策
へ
の
評
価
に
つ
い
て

三



日
本
の
原
子
力
発
電
所
で
は
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
定
期
検
査
に
よ
っ
て
各
機
器
の
点
検
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
機

器
の
交
換
や
修
理
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
運
転
開
始
以
降
十
年
毎
に
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、
経
年
変
化
に
対

す
る
評
価
を
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
運
転
開
始
後
三
十
年
を
超
え
る
前
に
は
、
経
年
変
化
に
対
す
る
評
価
に

加
え
、
長
期
保
全
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
年
九
月
の
省
令
改
正
に
よ
り
、
通
常
の
定
期
検
査
で
行
う
保
全
と
高
経
年
化
対
策
の
た
め
に
策
定
さ
れ

る
長
期
保
全
計
画
は
「
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
集
約
さ
れ
、
関
連
す
る
機
器
・
構
築
物
の
保
全
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

更
に
、
他
の
発
電
所
で
発
生
し
た
事
故
・
故
障
の
水
平
展
開
や
最
新
技
術
を
導
入
し
た
設
備
・
機
器
へ
の
取
替
え
も
行
っ

て
い
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

現
在
の
高
経
年
化
対
策
に
つ
き
、
野
田
内
閣
が
不
十
分
だ
と
考
え
て
い
る
点
に
つ
き
、
具
体
的
に
列
挙
し
、
そ
の
理
由

を
述
べ
ら
れ
た
い
。

�

現
在
の
高
経
年
化
対
策
を
行
っ
た
上
で
も
、
「
運
転
年
数
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
発
生
す
る
」
と

い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
か
。
確
認
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
具
体
例
を
伺
う
。

四



右
質
問
す
る
。

五


